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い乙訓地域（向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町）の業務については、京都西府税事務所で所管することとした。
16.1.3．平成17年４月の組織改正について
財政の健全化と行財政改革が中期的課題とされる中で、行政手法を根本から見直して効率的な行財政運営をめざし、
さらには自主財源を確保することが急務となり、課税・徴収体制の再構築も避けて通ることのできないテーマとされた。
当面する課題としては、外形標準課税の導入、法人二税の電子申告、自動車税ワンストップサービスの構築、電算シス
テムの老朽化、市町村連携の強化などが挙げられる。
これらを喫緊の課題とする中で、とりわけ法人課税力の強化と自動車税業務の効率化を狙って平成17年４月に次ペー
ジの【表16.1.3】に示す組織改正が行われた。

16.1.4．税務関係職員定数等の推移
次の【表16.1.4】に税務関係職員定数等の推移に関する資料を掲げる。平成13年の統合時に職員数は500人を割り込
み、その後、平成16年の振興局再編統合を経て、平成17年の組織再編によって459名まで減少している。



102

京 都 府 公 報 号外 第32号 平成18年４月28日 金曜日

16.2．着眼点と手続

よりよい税務行政組織を目指して組織改革が積極的に実施されてきたが、それが当初の意図どおりに運営されて効率

化に寄与し客観的に高い評価が得られているか、あるいは行政の単なる都合による改革にとどまっていないかという観

点から監査を実施した。再編の方針書、組織図、職員配置表、年齢構成、経験年数等の書類を入手し、本庁税務課のみ

ならず、府税事務所や自動車税管理事務所、そして広域地方振興局等に赴き、それらの府税公所の運営状況を確認する

とともに、職員に対するヒアリングを実施した。

16.3．監査の結果

16.3.1．平成13年１月の府税事務所再編等

平成13年１月に京都市内の９府税事務所を３府税事務所に統合したことで、府税事務所は従来の小規模分立型から大

規模広域型に移行し、役職者の削減や総務・収納部門の簡素化をはじめとした定数削減（63名の削減）によって人件費

コストが大幅に削減されたことはもちろん、明確な目標を持った組織進行管理の徹底を通じて業務処理の効率化・高度

化、さらには柔軟性・機動性を持った対応が可能になったと聞き及んでいる。組織対応力の強化によって、徴収率の向

上や滞納繰越額の圧縮等、目に見える形でその成果が表れはじめている。ハードとしての事務所の造りについても、各

府税事務所とも高いパーテーションもなくオープンで明るい雰囲気が醸し出されて府民にも好評のようである。この再

編によって「行政のための組織」から「府民のための組織」にシフトしていることも感じられる。加えて、現場の職員

の対応も改善されていると感じられた。これらは、組織形態の改革のみならず職場風土の改革が奏功したことの表れと

もいえよう。

さらに、平成16年５月の広域振興局の再編についても、個人府民税に関する業務の移管をはじめ、専任の役付職員を

配置して管内市町村との密接な連携により徴収率の向上を図ってきている。

加えて、平成17年４月の府税事務所組織改正にあたっては、税目毎の課題に効率的かつ効果的に対応できるような仕

組みが導入され、納税者の利便性に配慮しつつ専門性の向上を図ることが意図されている。

財政健全化と行財政改革が大きな今日的な課題となる中、適正な課税と徴収のために府内の市町村との連携を強化し

つつ、より効果的・効率的な税務組織の構築に向けて、不断の点検と見直しを行っていく必要があると考える。

16.3.2．府税事務所等における総務担当者の配置

一方で、府税事務所には、「総務（自動車税管理事務所では庶務）」という部署が設けられ、次の【表16.3.2】に示す

とおり事務所の規模とは無関係に５名の職員が配置され、庶務、人事、会計等を担当していると聞く。

16.4．意見
16.4.1．税務職員定数の削減と府税公所の再々編

前述のとおり、平成13年１月の府税事務所再編と平成17年４月に実施された組織改正は、いずれも所期の目的に沿っ

た一定の成果を上げたものと思料する。

他方、平成15年９月に策定された「京都府行財政改革指針」では、スリムで強靭な体制を作る「組織改革」が打ち出

されており、また、「府を取り巻く非常に厳しい財政環境の中で府民サービスの向上を図るため、簡素で効率的な府庁

を確立する」ことを目標として平成17年11月に策定された「給与費プログラム」では、法令で定数が定められている教

職員と警察官を除く職員を平成18年度から平成22年度の５年間で約17％（約1,500人）削減するとしている。

このように定数削減目標が明確に掲げられる中で、奏功した府税事務所再編や組織改正も、さらに新たな局面を迎え

つつある。つまり、「簡素で効率的な府庁」を確立するためには、税務職員数の削減と最適配置、そして府税公所とり

わけ府税事務所の再々編は避けて通ることのできない課題となっているのである。

なお、その際には「京都府行財政改革指針」の執行システム改革プログラムにおける「地方機関の再編・強化」の一

環として、現状の広域振興局税務室の体制についても点検が必要であると考える。

16.4.2．府税事務所への人員配置のあり方
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３府税事務所は、いずれも70～90人ほどの組織であるが、それぞれに総務担当者を配置しておく必要性があるのだろ

うか。前述のとおり３府税事務所には総務部門が設置され５名の職員が配置されているが、その必要性については疑問

なしとしない。まず、事務所によって職員数が異なるにもかかわらず、何故いずれも５人の配置であるのかということ

である。人事・経理・庶務・広報等が職務分掌として割り当てられているにせよ、職員の人数比でみれば、京都西府税

事務所と京都南府税事務所はいずれも京都東府税事務所の８割相当なのであるから、総務部門の職員も５分１つまり１

人は削減可能であろう。少なくとも民間では、プロフィットセンターではあり得ない総務管理部門においてこそ、分掌

職務の「棚卸し」を行い、与えられた職務の遂行に必要な最低限の人員しか配置しないのであり、およそ余剰の人員を

抱える余裕はないのである。

また、高額の賃借料を負担していることの是非については既述のとおりであるが、これも納税者である府民とのイン

ターフェースを重視すべき部門であれば高い賃借料を負担してでも利便性の高いロケーションを確保する必要がある

が、納税者を窓口で待ち受ける必要のない部門、たとえば調査部門などは利便性の高さに拘泥する必要はないはずであ

る。つまり、賃借料の高額な一等地のテナントビルに、府税事務所の全職員を配置しなければならない必然性はないは

ずである。

したがって、府民とのインターフェースを重視すべき部門については、利便性の高い場所にサテライト的に配置し、

組織もスリムなものとすればよい。そこには総務のスタッフも不要であるし管理職すら不要であろう。なぜなら、責任

者自らが文字通りプレーイングマネージャーとして実務に従事すればよいと考えるからである。そして、府民と窓口を

通して直接、接する機会が少ない部門については、コストの低廉な物件に入居するか、京都府の所有する遊休資産を転

用することによって事務所等を確保すればよいのである。そこでは利便性などを考慮する必要がないことは言うまでも

ない。また、遊休資産の転用については既に詳しく述べたので、ここでは繰り返さない。

16.4.3．広域振興局と税務室

広域振興局に設置されている税務室は、組織上広域振興局の一部署として位置付けられている。しかし、税務室の業

務とそれ以外の広域振興局の業務とでは、その内容がやや異質に感じられ、府税事務所とは異なる環境にあるという印

象を受けた。

雑駁に捉えれば、税務室以外の広域振興局の業務は、地元とのコミュニケーションを図りつつ地元のための行政を執

行するのであるが、それに対して税務室は税の徴収とりわけ滞納整理の推進という役割を担っている関係から、地元と

の軋轢に繋がる懸念があるというわけである。一例ではあるが、広域振興局の行事を進めるにあたって協力を要請した

団体の役員個人やメンバーである法人に対して滞納整理を進めなければならないこともあり、そのような場合には現場

としては「やりにくさ」を大いに感じることがあったと聞く。

税務室は広域振興局の一部署ではあるが、府税事務所と同じ「府税公所」でもあるから、紹介したような現場の諸事

情を斟酌しつつも、京都府全体の賦課徴収の公平性が確保できるよう必要な手当が検討されるべきであると思料する。

第４ 結語

以上、「第３ 監査の結果および意見」において、様々な意見を提言として開陳してきたが、それらの中には重要度

も高く喫緊に解決を要する課題と、いま暫くの検討と解決までの時間的猶予が認められるものが混在していることも事

実である。

そこで、以下においては、これまでに開陳・主張してきた監査意見の中から主なものを取り上げて要約（注）すると

ともに、試みに「重要度」と「緊急度」を明示してみることとした。

もとより、包括外部監査人の私見であることは言うまでもないが、多くの府民、なかんずく納税者の意見を代弁して

いるものと自負している。

なお、「重要度」と「緊急度」の位置付けは次のように考えたものである。
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（注）あくまでも要約であるため、必ずしも監査意見の全体像を浮き彫りにできていない懸念がある。したがって、意見の

内容もしくはその趣旨を誤解のないよう的確に理解するためには、該当ページを精読する必要があることを申し添える。
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【表1.2.1】平成16年度 府税決算 17

【表1.2.1の２】税目別収入率全国比較表（平成16年度） 18
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第１ 外部監査の概要

１．外部監査の種類

地方自治法第252条の37第１項および京都府外部監査契約に基づく監査に関する条例の規定に基づく包括外部監査

２．外部監査のテーマ（地方自治法第252条の37第１項にいう特定の事件）

2.1．選定したテーマ

農業関係の試験研究機関における財務に関する事務の執行、研究及びその成果の還元について

2.2．テーマの選定理由

京都府においては、保健福祉、商工、農林水産の各所管のもとに各種試験研究機関が設置され、それぞれの専門分野

での試験研究が行われているが、その成果がどのような形で府民に還元されているのか、なかなか見えずらい部分があ

る。

とりわけ農林水産関係においては、農業従事者の高齢化が加速的に進行する中で、品種改良、栽培技術の改善や機械

化、作業の分業化などの作業効率と快適性向上のための技術開発が喫緊の課題として解決を求められ、試験研究機関の

役割は重要性を増しているともいえよう。

そこで、今回はこの農業関係の試験研究機関に焦点をあて、京都府域の農業振興にどのような成果をもたらしている

のかを検証し、その課題や組織のあり方、さらには今後各試験研究機関に期待される役割について明らかにすることが

有用であると判断し、本テーマを選定した。

３．外部監査の実施期間

平成17年７月22日から平成18年３月３日まで

なお、監査対象期間は、原則として平成16年度とするが、必要に応じて過年度にも遡及するとともに、平成17年度以

降の予算等についても参考としていることを申し添える。

４．外部監査の方法

4.1．監査の要点（監査の着眼点）

①農業関係の試験研究機関（以下、特に断らない限り、単に試験研究機関という）における各種の契約は、法令等に準

拠して適正に行われているか。

②試験研究機関の人件費や経費等について、所定の承認手続に従って適正に予算執行されているか。

③試験研究機関における財産管理事務は法令等に準拠して適正に行われているか。

④試験研究機関において研究テーマの選定及び評価は適正に行われているか。

さらに、上記の監査過程において検出された管理運営上の問題点についても、その改善策の提言を行うよう努めた。

4.2．主な監査手続

①関係書類の閲覧

試験研究機関を所管する農林水産部農産流通課（以下、農産流通課という）より各種関係書類や資料の提供を受ける

とともに、これらの通査・閲覧を通して試験研究機関の置かれている状況の理解を深めるとともに、問題点等の検出に

努めた。

②関係者への質問

関係書類等を通じた理解のみでは不十分な点については、所管部門である農産流通課の担当者に対して直接質問をし、

回答を得るという形で監査を進めた。

③試験研究機関の現場視察

監査の要諦は「現物確認」にあるといわれるように、監査対象となっている現場の視察は何よりも重要な監査手続で

あると理解している。後述するように南北に長く展開する京都府の地理的条件から、監査対象となった試験研究機関も

各地に点在しているが、全ての試験研究機関に臨場して、その概要を把握するとともに、現場責任者に対する質問等を

積極的に行い、その状況の把握に努めるとともに問題点の検出に注力した。

④上記の手続を通じて検出された問題点についての改善策の検討

監査の主目的が問題点の検出にあることは言うまでもなく、これは監査の批判的機能と説明されることが多い。しか

し、監査の機能はそれに留まるものではなく、検出された問題点をどのように改善するべきかという提案・提言等を行

うことも重要な役割である。それは監査の指導的機能ともいわれているが、こうした機能にも留意しつつ、可能な限り

改善策についての検討を加え、積極的な提案・提言に繋げられるよう努力した。

4.3．往査の実施状況

上記4.2．③でも述べたとおり、外部監査の実施にあたっては所管部門である農産流通課におけるヒアリングのみな

らず、全ての試験研究機関に赴いて、文字どおり最前線における試験研究の実施状況を把握することに努めた。さらに、

可能な限り関係各機関へも出向いて現場の生の声を聴取することに心掛けた。

なお、この往査の状況は以下の通りである。
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往査実施対象機関 往査実施日 往査担当者

試験研究機関

(監査対象機関)

農業総合研究所

農業資源研究センター

丹後農業研究所

茶業研究所

平成17年９月２日

平成17年９月６日

平成17年９月12日

平成17年９月27日

包括外部監査人

および外部監査

補助者３名

関係機関
京都府立大学（農学部)

南丹農業改良普及センター

平成17年10月26日

平成17年11月15日 外部監査補助者３名

５．包括外部監査人および補助者の氏名・資格
5.1．包括外部監査人
公認会計士・税理士 光 田 周 史

5.2．包括外部監査補助者
公 認 会 計 士 新 井 英 植
公認会計士・税理士 伊 藤 久 人
公 認 会 計 士 堀 田 喜代司 （五十音順）
６．利害関係
京都府と包括外部監査人ならびに補助者との間には、地方自治法第252条の29の規定により記載すべき利害関係はな
い。
第２ 監査対象の概要
１．京都府における位置付け
1.1．監査対象の予算規模
平成16年度における農林水産部の人件費を含む当初予算は、27,926百万円（うち人件費8,288百万円）であり、一般
会計予算に占める割合は約3.5％である。そのうち、農業関係の試験研究機関に係る予算は1,116百万円（うち人件費
903百万円）であり、農林水産部の予算に占める割合は約4.0％である。
1.2．監査対象の職員数等
1.2.1．過去10年間の職員数の推移
過去10年間における京都府の職員数の推移は【表1.2.1】のとおりである。
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過去10年間で京都府の職員総数は約6.0％減少しており、農林水産部門においても約14.2％減少している。また、農

林水産部門の試験研究養成機関においても約13.4％減少している。なお、一般行政部門に占める農林水産部門の割合は、

【図1.2.1】に示すとおり19.8％となっており、土木部門と総務企画部門に続いて第３位のポジションを占めている。

1.2.2．他府県との職員数比較

平成16年度における他府県との職員数の比較は、【表1.2.2】のとおりである。

【表1.2.2】から、京都府では全職員数のうち農林水産関係の試験研究機関に所属する職員の割合が0.7％であり、全

国平均の0.9％を0.2ポイント下回っていることが分かる。

しかし、近畿において政令指定都市を抱える府県、つまり大阪府と兵庫県と比較した場合、それぞれ0.1％、0.5％と

されているから、その中では最も高いウェイトとなっていることは興味深い。
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２．京都府における農業等の概況

2.1．農業の状況

試験研究機関が、その試験研究の対象としている京都府の農業の状況について、各種データに基づいて概観しておく。

2.1.1．作物（類）別耕地利用率

平成16年度における近畿各府県の農作物作付（栽培）耕地利用率の比較は、次ページの【図2.1.1】のとおりである。
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近畿府県別の耕地利用率をみると、最も高いのは滋賀県の98.4％で、このうち64.1％で稲が作付けされている。京都

府においては、近畿平均88.8％を5.3ポイント下回る83.5％で、このうち49.7％で稲が作付けされている。

2.1.2．農家数の推移

京都府における農家数の推移を示した資料が【表2.1.2】である。

ここで農家とは、経営耕地面積が10ａ以上の農業を営む世帯または経営耕地面積が10ａ未満であっても調査期日前１

年間における農産物販売金額が15万円以上あった世帯をいう。また、販売農家とは、経営耕地面積が30ａ以上または農

産物販売金額が50万円以上の農家をいう。さらに、自給的農家とは、経営耕地面積が30ａ未満かつ農産物販売金額が50

万円未満の農家をいい、以下、主業農家とは農業所得が主（農家所得の50％以上が農業所得）で65歳未満の農業従事60

日以上の世帯員がいる農家、準主業農家とは農外所得が主で、65歳未満の農業従事60日以上の世帯員がいる農家、副業
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的農家とは65歳未満の農業従事60日以上の世帯員がいない農家とされている。

なお、平成16年１月現在、全国の販売農家数は216万戸あるといわれているが、総農家数に占める販売農家数の割合

は年々低下する傾向にある。ちなみに、京都府の販売農家数は27,710戸で、47都道府県中36位のポジションとなってい

る。

2.1.3．年齢別農業従事者数の推移

京都府における農業従事者の高齢化を示す資料として、【図2.1.3】を掲げる。

ここで、基幹的農業従事者とは、農業就業人口のうち、調査期日前１年間の常態が「農業に従事していた」者をいう

とされている。平成15年の京都府においては農業従事者数全体の約7割（67.2％）が65歳以上であるが、これは全国平

均の54.3％をはるかに凌ぐ数字となっており、その高齢化は顕著である。さらに、10年前の平成5年のデータと比較す

ると、農業従事者の高齢化がこの10年で着実に進行している事実にも注目せざるを得ない。つまり、若年層の農業マー

ケットへの新規参入がないままに高齢化が加速的に進行しているのである。

2.1.4．産出額上位10品目

京都府における平成15年度の産出額上位10品目は、次ページの【表2.1.4】のとおりである。
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2.2．茶業の状況

京都府では、茶業に特化した試験研究機関を設置しているため、農業の状況に加えて茶業の状況についても触れてお

く。

2.2.1．荒茶の生産量

荒茶とは、茶葉（生葉）を蒸熱、揉み操作、乾燥等の加工処理を経て製造されたものであり、荒茶生産量とはその加

工品の重量をいう。次の【表2.2.1】に示す農林水産省の統計データによると、荒茶生産量は緑茶飲料の需要に支えら

れて安定した生産量となっており、平成17年産の荒茶（一番茶）生産量は34,100ｔで、前年産に比べて1,800ｔ（前年

対比６％）増加している。

荒茶の主産県は、生葉収穫量の多い上位３県（静岡、鹿児島、三重）に、埼玉、京都、奈良を加えた６府県で、主産

県が全国に占める割合は平成17年産では79％となっている。

2.2.2．荒茶の生産割合

荒茶生産量の府県別割合を次ページの【図2.2.2】に示す。この図から静岡県が主産県の中でも55％を占め、鹿児島

県が23％となっていることが分かる。したがって、この２県で主産県の約８割を占めているのである。お茶といえば京

都、京都といえば宇治茶というイメージが先行しがちであるが、生産量だけに着目すると、この２県に遠く及ばないど

ころか、三重県にすら水をあけられている。しかし、茶種別にみると玉露やてん茶では京都府が他県を圧倒しているこ

とが【表2.2.1】から読み取ることができる。京都＝宇治茶というイメージは高級茶の分野で定着していると言えよう。

ちなみに、玉露とは覆下栽培（新芽が出る頃から茶畑を日よけで覆い直射日光を遮って生育させる方法）により、旨

味成分であるアミノ酸が日光に当たることにより渋み成分であるタンニンへ変化することを抑え、豊かな香りとまろや

かな甘味を引き出した高級茶である。また、てん茶とは玉露と同様に直射日光を避る覆下栽培で育てた新芽を蒸して、

揉まずに乾燥させたものを石臼で挽き粉にしたものであり、いわゆる「抹茶」のことである。
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2.2.3．茶種別生産割合

茶種別の生産割合をグラフにしたものが【図2.2.3】である。日本茶といえば、通常はせん茶のことであり、その意

味でせん茶は日本で一番多く飲用されているが、そのことが【図2.2.3】からも明らかである。

2.2.4．京都府における茶種別生産割合

京都府における茶種別生産量を示したものが次ページの【図2.2.4】である。
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平成17年産の京都府の荒茶（一番茶）の生産量は1,690ｔで、平成16年産に比べると約90ｔ増加している。また、既

に述べたところであるが、京都府は全国に比べて、玉露やてん茶といった高級荒茶の生産割合が高いという特徴が、

【図2.2.4】からも明らかである。

2.2.5．てん茶生産量

府県別のてん茶生産量を次の【図2.2.5】に示す。このグラフから京都府のてん茶生産量は全国１位で、主産県の中

でも８割を占めていることが読み取れる。

2.2.6．京都府の荒茶生産実績

①荒茶生産量

京都府の過去９年間の荒茶生産量を示したものが次ページの【表2.2.6】である。




